
地域密着型金融推進計画の進捗状況　

１．17年4月から18年9月までの全体的な進捗状況

２．18年4月から18年9月までの進捗状況

３．アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況（17年10月～18年9月）

１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）

①融資審査態勢の強化（18年3
　月を目途）
・業種別担当者配置等による強
　化策実施
・協会が実施する「目利き能力強
　化研修」の受講

・協会が実施する「目利き能力強
　化研修」の受講継続
・行内集合研修実施

・17年9月、協会の目利き能力強化研修
　（東京）へ1名、福岡開催に3名参加
・業種別審査担当者配置について検討着
　手
・18年3月、当行初の中小企業診断士が誕
　生し、業種別審査担当者として、審査管
　理部への配置を決定
・6月「目利き能力強化研修」東京へ1名、
　福岡へ3名参加
・8月「目利き能力強化研修」東京へ1名参
　加
・8月中小企業診断士受験講座へ6名を派
　遣
・9月行内業種別セミナー開催（建設業、
　製造業）

・18年6月「目利き能力強化研修」東京へ
　1名、福岡へ3名参加
・8月「目利き能力強化研修」東京へ1名参
　加
・8月中小企業診断士受験講座へ6名を派
　遣
・9月行内業種別セミナー開催（建設業、
　製造業）

・目利き能力のスキルアッ
　プを図ることが課題である
・中小企業診断士の育成
　を図る

　①事業再生・中小企業金融の円滑化につきましては、担保、保証に過度に依存しない融資として、「アクティブ」、「アクティブⅡ」の取扱いを行ない、取扱い実績についてはそれなりの評価は出来るものと考えて
　　おります。また、「目利き能力強化研修」への積極的な参加や行内における業種別セミナー開催等により、若年層行員のスキルアップを図っております。しかしながら、人材の育成や企業支援担当者による経営
　　改善支援活動の成果はまだ十分に表れているとは言えません。

　②経営力の強化につきましては、 収益主義の徹底により行員の収益確保に対する意識は向上しております。統合リスク管理態勢のためのシステム導入は計画どおりに進んでおり、今後は、システム構築と検証
　　作業を行っていく段階であります。法令等遵守態勢の強化につきましては、法令等遵守に係る経営姿勢を役職員に明確に示し、法令等遵守を重視する企業風土の醸成に努めました。ガバナンスの強化等に
　　ついても、外部コンサルタントを導入し態勢を整備しております。

　③地域の利用者の利便性向上につきましては、セブン銀行のＡＴＭがほぼ24時間利用できることから、お客さまの利便性は大幅に向上したものと考えております。また、18年度上期においては、ＣＳＲを重視した
　　 取組みを実施いたしました。さらに、顧客満足度調査の分析結果を今後の顧客サービスに反映させ、顧客満足度を更に高めていく必要があると考えております。

項　　　　　目 備　　考

　　 当行のこれまでの取組みとしては、第二地銀協が行う「目利き」「経営支援」「再生」の各支援能力強化研修への参加や行内において開催した業種別セミナーにより、行員の融資審査、企業支援能力向上に努
　めました。また、政府系金融機関との協調融資、佐賀県地域産業支援センターや中小企業基盤整備機構との連携による経営支援機能の強化、ビジネスクラブの活動を中心とした経営情報の提供、中小企業再
　生支援協議会との連携による再生支援、担保・保証に過度に依存しない事業者ローンの開発と推進等々、概ね計画どおりに進捗していると思われます。また、ＱＦネット等を活用したビジネスマッチング業務や会
　社分割・ＤＤＳ等の経営支援策を可能な先に対して実施致しました。一方、佐賀市内店舗のテリトリー調整を実施し、お客さま管理の徹底と渉外活動の効率化を図るとともに、法令遵守態勢の強化につきましても、
　コンプライアンスに関する規程の改正や研修の充実を図りました。さらに、顧客満足度調査分析結果をホームページで公表するとともに、、自動体外式除細動機（ＡＥＤ）を本店営業部・神野支店・県庁前支店の
　３ヵ店に設置し、救命措置が必要となった場合に備え、いつでも対応及び利用が出来る体制を整えました。また、耳のご不自由な方に安心してお取引いただくために「耳マーク」表示版、携帯助聴器を本店及び
　全営業店に設置いたしました。

（１）創業・新事業支援機能
　　 等の強化

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

進捗状況具体的な取組みスケジュール

1 （佐賀共栄銀行）



１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

・17年5月、7月、18年2月、さがベンチャー
　育成ファンドの投資案件審査委員会に
　出席（合計3先の150百万円投資）
・6月、7月、18年3月、地域産業支援セン
　ターが行うベンチャー交流ネットワーク
　に参加
・9月、産業クラスターサポート金融会議に
　おける「新連携対策補助金」交付までの
　つなぎ資金融資取扱開始
・9月、18年1月、商工中金、地元地銀と新
　事業支援の協調融資取組み（老人ホー
　ム建設資金：当行350百万円貸出）
・18年3月、中小企業金融公庫、日本政策
　投資銀行との情報交換実施
・5月中小公庫より地域版ＣＬＯ参加への説
　明会開催
・7月中小公庫佐賀支店と地域経済につい
　て情報交換会開催
・9月さがベンチャー育成投資会社による
　第2回育成委員会開催
・9月佐賀県ベンチャー企業等支援ネット
　ワーク連絡会議出席

・18年5月中小公庫より地域版ＣＬＯ参加
　への説明会開催
・7月中小公庫佐賀支店と地域経済につい
　て情報交換会開催
・9月さがベンチャー育成投資会社による
　第2回育成委員会開催
・9月佐賀県ベンチャー企業等支援ネット
　ワーク連絡会議出席

・政府系金融機関との継続
的な情報交換・連携強化
等によって、新規事業先の
発掘に努めていく

②佐賀県地域産業支援センターとの連携強化（18年度以降も継
続）
③さがベンチャー育成ファンドの利用促進（18年度以降も継続）
④政府系金融機関との連携強化（18年度以降も継続）
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

・17年4月、Ｍ＆Ａセミナー（福岡市）に当
　行4名出席
・5月、熊本Ｆ銀行主催インフォネットフェス
　ティバルにきょうぎんクラブ会員1社が出
　展
・5月、8月、11月、18年3月、九州金融情
　報ネットワーク（ＱＦネット）担当者会議に
　出席
・6月、11月、きょうぎんクラブ講演会・懇親
　会に217名、商談会に10社参加
・7月、タナベ経営佐賀県特別講演会に当
　行から2名出席
・9月、18年2月、きょうぎんクラブ経営セミ
　ナーに140名、経営相談会に2社参加
・9月、ＱＦネット合同セミナーに取引先
　4名、当行3名出席
・18年1月、㈱オリエントコーポレーションと
　コンビニ収納代行サービス提携
・2月、県のトライアル発注事業を支援する
　トライアル倶楽部に加入
・2月、中小企業基盤整備機構九州支部と
　業務提携
・この他、九州経済産業局、産業支援セン
　ター等が行う各種会議・説明会・セミ
　ナー等に随時出席
・4月、第5回九州地域産学官連携推進会
　議に出席
・6月、楽天市場出店希望者説明会に76
　名参加
・6月、9月、九州金融情報ネットワーク
　（ＱＦネット）担当者会議に出席
・7月、きょうぎんクラブ講演会に82名参加
・9月、きょうぎんクラブ経営セミナーに
　39名参加

・18年4月、第5回九州地域産学官連携推
　進会議に出席
・6月、楽天市場出店希望者説明会に
　76名参加
・6月、9月、九州金融情報ネットワーク
　（ＱＦネット）担当者会議に出席
・7月、きょうぎんクラブ講演会に82名
　参加
・9月、きょうぎんクラブ経営セミナーに
　39名参加

・取引先のニーズに幅広く
応えるために、既存業務提
携先を活用した経営支援
機能の強化を図る

①中小企業に対するコンサルティング機能、情報提供機能の一層
　の強化（18年度以降も継続）
・きょうぎんクラブ、ＱＦネット等を活用した経営情報・ビジネスマッチ
　ング情報の提供

（２）取引先企業に対する経
　　 営相談・支援機能の強
　　 化
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

・17年8月、経営改善計画作成支援ソフト
　ＭＡＰⅡを導入し、試行中
・中小企業再生支援協議会との連携強化
　を図った（ＤＤＳの導入）
・9月、企業支援スキームを含む「問題債権
　の管理マニュアル」を制定し、17年度下
　期の支援先をメイン先を中心に39先と
　し、全先本部管理とした
・12月、㈱リサ・パートナーズと提携し「きょ
　うぎん事業再生ファンド」を組成
・18年1月、審査管理部内に企業支援を専
　担とする企業支援グループを設け2名の
　人員とした
※17年度中の債務者区分ランクアップ：５
　先
・18年上期中における経営改善計画作成
　支援ソフトMAPⅡの作成支援先は6先。
・18年上期中㈱リサ・パートナーズに企業
　再生案件7先提出。

・18年上期中における経営改善計画作成
　支援ソフトMAPⅡの作成支援先は6先。
・18年上期中㈱リサ・パートナーズに企業
　再生案件7先提出。

・信頼関係の強化及び外
部機関等の積極活用を図
る

（３）事業再生に向けた積極
　　 的取り組み

・佐賀県中小企業再生協議会、監査法人
　との連携により、地元地銀との協調でＤ
　ＤＳ導入、返済計画の見直しにより、１グ
　ループ6社の企業価値を維持
  現在、協議会で支援策の協議、現況調
　査中の先は11先
・12月に㈱リサ・パートナーズと提携し「きょ
　うぎん事業再生ファンド」を組成
・経営改善支援・企業再生支援を目的とし
た通信教育の修了者は17年度は27名
（累
　計54名）、現在受講者は21名
・18年3月末の金融再生法開示債権比率：
　6.2％
・6月より企業再生支援の通信教育受講者
　8名受講中
・9月、佐賀県中小企業再生支援協議会、
　企業、取引金融機関を交えた協議を実
　施
・9月末の金融再生法開示債権比率：
　7.09%（債務者の業況の悪化等に
　よるランクダウンによる）

・6月より企業再生支援の通信教育受講者
　8名受講中
・9月、佐賀県中小企業再生支援協議会、
　企業、取引金融機関を交えた協議を実
　施
・9月末の金融再生法開示債権比率：
　7.09%（債務者の業況の悪化等に
　よるランクダウンによる）

・佐賀県中小企業再生支
援協議会の活用を図って
いく

１．事業再生・中小企業金融の円滑化

①佐賀県中小企業再生支援協議会の積極的活用（18年度以降も
　 継続）
②企業再生専業会社やコンサルタントとの提携による再生手法を活
　 用（18年度以降も継続）
・上記①②により、ＤＤＳ、ＤＥＳ、ＤＩＰファイナンス等にも積極的に
　取り組む
※目標：中小企業再生支援協議会連携の事業再生取組み
　　　2年間累計　3件
※目標：不良債権比率（金融再生法ベース）　19年3月　5％以下
③協会が実施する「再生支援能力強化研修」の受講 （18年度以降
　 も継続）

②要注意先債権等の健全債権化に向けた取組みの強化及び実績
　 の公表等（18年度以降も継続）
・協会が実施する「経営改善支援能力強化研修」の受講
・経営改善計画作成支援ソフト導入による支援能力の向上
・上記のほか、支援体制強化、再生支援協議会との連携強化を図
　るなど、態勢・機能を随時検証し、見直す
※目標：債務者区分のランクアップ　2年間累計　15件
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

①スコアリングモデルを活用した
　事業者ローン、新商品開発
②ＴＫＣ提携ローンの開発
 （①②とも17年度下期に実施）

・17年4月、スコアリングモデル活用の事業
　者ローン「アクティブ」を発売
・17年5月～18年3月、佐賀、武雄、久留
　米、鳥栖、小城、鹿島商工会議所会員
　向けローン取扱開始（18年3月末現在、
　取扱実績：7件、23,500千円）
・8月、ＴＫＣ九州会佐賀支部との提携ロー
　ン導入について協議
・信用格付を基本とした営業店長専決権
　限を18年1月1日より見直し
・18年3月、従前のｽﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ「アク
　ティブ」の商品性を18年4月1日より見直
　し決定（金利、融資額等）
・4月、オリックス（株）保証による事業者
　ローン「アクティブⅡ」取扱開始
・4月、伊万里、基山商工会議所会員向
　ローン取扱開始
・8月、江北町商工会議所会員向ローン
　取扱開始

・18年4月、オリックス（株）保証による事業
　者ローン「アクティブⅡ」取扱開始
・4月、伊万里、基山商工会議所会員向
　ローン取扱開始
・8月、江北町商工会議所会員向ローン取
　扱開始

・取引先企業の財務データは毎月入力、
　未入力件数を営業店に通知し徹底
  17年9月末時点で3,652先のうち2,053先
　入力（入力率56.2％）
・ 11月、ローンレビューの徹底について営
　業店に通達発出
・無担保・第三者保証人不要の事業者
　ローン取組実績
①「アクティブ」：128件、560百万円実行、
　18年9月末の残高：494件、1,733百万円
②「ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ」：7件、7百万円実
　行、18年9月末残高：175件、152百万円
③「パワーアップビジネスローン」：5件、56
　百万円実行、18年9月末の残高：63件、
　463百万円
④「アクティブⅡ」：286件、2,720百万円実
　行、18年9月末の残高：283件、2,497百
  万円

・無担保・第三者保証人不要の事業者
　ローン取組実績
①「アクティブ」：128件、560百万円実行、
　18年9月末の残高：494件、1,733百万円
②「ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ」：7件、7百万円実
　行、18年9月末残高：175件、152百万円
③「パワーアップビジネスローン」：5件、56
　百万円実行、18年9月末の残高：63件、
　463百万円
④「アクティブⅡ」：286件、2,720百万円実
　行、18年9月末の残高：283件、2,497百
  万円

③スコアリングモデルを活用したスモールビジネスローン「アクティ
　 ブ」の推進強化（18年度以降も継続）
※目標：無担保・無保証の事業者ローン取扱高（実行ベース）
    2年間累計　40億円
④信用リスクデータベースの整備充実、ローンレビューの徹底（18
　 年度以降も継続）

・今後も「アクティブ」・「アク
ティブⅡ」等の担保・保証
に過度に依存しない融資
の促進に向けて取組んで
いく方針である

（４）担保・保証に過度に依
　　 存しない融資の推進等
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

・17年4月、保証制度見直しにより「与信取
　引における説明態勢に関する社内規則」
  「営業店対応マニュアル」を一部改正
・4月、7月、10月、顧客からの苦情・相談の
　内容及び原因・結果についてコンプライ
　アンス委員会へ報告し、営業店へフィー
　ドバック
・9月、18年2月、佐賀県地域金融円滑化
　会議に2名出席
・17年度中法務課Ｎｅｗｓ6回発行、事故防
　止・事例ニュース2回発行
・18年5月、「不祥事件等の未然防止・早期
　発見のためのチェック・マニュアル」「反
　社会的勢力への対応マニュアル」の制定
・18年上期コンプライアンスＧ．News２回発
　行、事故防止・事例ニュース２回発行

・18年5月、「不祥事件等の未然防止・早期
　発見のためのチェック・マニュアル」「反
　社会的勢力への対応マニュアル」の制定
・18年上期コンプライアンスＧ．News２回発
　行、事故防止・事例ニュース２回発行

・苦情・相談等の対応につ
いては、引き続きすばやい
対応で解決に向けて真摯
に取り組み、原因・結果に
ついて、営業店へフィード
バックを行う

・17年11月、ホームページ上に意見・要望
　窓口設置
・18年9月までにホームページへ意見・要
　望等25件受信

・18年9月までにホームページへ意見・要
　望等25件受信

・意見･要望等は真摯に受
けとめ改善を図っていく

（５）顧客への説明態勢の整
　　 備、相談苦情処理機能
　　 の強化

①与信取引における説明態勢に関する行内への徹底と監査強化
　 「社内規則」等の随時見直し（18年度以降も継続）
②地域金融円滑化会議への参加、苦情等の原因分析、営業店へ
　 のフィードバック（18年度以降も継続）

③ホームページに意見・要望窓口を設置（17年10月を目途）
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

（６）人材の育成 ・17年4月、中小企業大学校へ１名派遣
・4月、7月、10月、18年1月、3月、担当者・
　支店長向けの融資渉外実践研修と
　フォロー研修を実施
・9月、協会主催「目利き能力強化研修」に
　福岡３名、東京１名派遣
・9月、要注意債権先等のランクアップ研修
　を営業店の次席者向けに実施
・ 10月、中小企業診断士受験講座へ5名
　派遣
・ 11月、12月、18年2月、協会主催「経営
　支援能力強化研修」へ5名派遣
・通信教育受講、検定試験受験は、行員
　の階層別に義務付け実施
・18年6月、協会主催「目利き能力強化研
　修」（基礎講座）東京へ1名派遣
・6月、協会主催「目利き能力強化研修」
　（地区別）福岡へ3名派遣
・7月、外部講師による融資渉外実践フォ
　ローセミナー開催
・8月、協会主催「目利き能力強化研修」
　（応用講座）東京へ1名派遣
・8月より、中小企業診断士受験講座へ6名
　追加派遣
・9月、業種別セミナー（休日、希望参加）
　開催（建設業、製造業）

・18年6月、協会主催「目利き能力強化研
　修」（基礎講座）東京へ1名派遣
・6月、協会主催「目利き能力強化研修」
　（地区別）福岡へ3名派遣
・7月、外部講師による融資渉外実践フォ
　ローセミナー開催
・8月、協会主催「目利き能力強化研修」
　（応用講座）東京へ1名派遣
・8月より、中小企業診断士受験講座へ6名
　追加派遣
・9月、業種別セミナー（休日、希望参加）
　開催（建設業、製造業）

・今後も営業店の若手行員
の目利き能力アップが必要
であり、積極的に協会主催
の目利き・再生支援能力強
化研修に派遣する方針で
ある

①協会が実施する「目利き」「経営支援」「再生支援」の能力強化研
　 修に積極的に参加（18年度以降も継続）
②協会研修受講者や外部講師による行内集合研修を実施（18年度
　 以降も継続）
③各種支援能力向上に向けた通信教育の受講、検定試験の受講
　 を階層別に義務付け（18年度以降も継続）
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

（１）リスク管理態勢の充実 ・17年8月、不動産担保評価システムを導
　入、移行作業開始
・9月、18年3月、日銀金融高度化セミナー
　に参加
・10月、11月、12月、18年1月、2月、3月、
　第二地銀協リスク管理高度化実務研究
　会に出席
・12月、㈱CBMC主催の研修会「収益管
　理・リスク管理入門コース」に出席
・18年2月、格付・自己査定システムのパッ
　ケージ版導入
・3月、金利リスク計量化のため、新ＡＬＭ
　システムの導入を機関決定
※自己資本比率 18年3月末 8.36％
※不良債権比率（金融再生法ベース）
　　18年3月末　6.2％
・18年5月、第二地銀協リスク管理高度化
　実務対応研究会に出席
・5月、金融庁主催のバーゼルⅡ「粗利益
　配分手法」説明会に出席
・6月、信用リスク・アセット計測システムの
　導入を機関決定
・6月、第二地銀協リスク管理高度化実務
　対応研究会に出席
・7月、第二地銀協金融ビジネス研究講座
　に出席
・8年、第二地銀協リスク管理高度化実務
　対応研究会に出席
・8月、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ管理態勢を整備
・9月、リスク管理委員会においてデータ
　蓄積を目的に各部・営業店からのｵﾍﾟﾚ
　ｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸに関する報告開始
・9月、新ＡＬＭシステム及び信用リスク・
アセット計測システムの導入作業中

・18年5月、第二地銀協リスク管理高度化
　実務対応研究会に出席
・5月、金融庁主催のバーゼルⅡ「粗利益
　配分手法」説明会に出席
・6月、信用リスク・アセット計測システムの
　導入を機関決定
・6月、第二地銀協リスク管理高度化実務
　対応研究会に出席
・7月、第二地銀協金融ビジネス研究講座
　に出席
・8年、第二地銀協リスク管理高度化実務
　対応研究会に出席
・8月、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ管理態勢を整備
・9月、リスク管理委員会においてデータ
　蓄積を目的に各部・営業店からのｵﾍﾟ
　ﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸに関する報告開始
・9月、新ＡＬＭシステム及び信用リスク・
　アセット計測システムの導入作業中

・今後、当行が内包する全
てのリスク量把握、自己資
本との対比、リスク資本の
配賦など、統合リスク管理
の高度化を図っていく方針
である

①信用リスクデータベースの蓄積・精度向上と統合リスク管理の段
　 階的試行（18年度以降も継続）
②新ＢＩＳ規制に基づく自己資本比率算出への対応（18年度末まで
　 に態勢整備）
※目標：自己資本比率　19年3月　8.5％以上
           不良債権比率（金融再生法ベース）　19年3月　5％以下

２．経営力の強化
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

（２）収益管理態勢の整備と
　　 収益力の向上

・17年4月、ﾐﾄﾞﾙﾘｽｸ・ﾐﾄﾞﾙﾘﾀｰﾝの事業者
　ﾛｰﾝを開発し重点推進項目に設定
・4月、7月渉外担当者と支店長を対象に
　外部講師による融資渉外研修を実施
・12月、投資信託3商品の取扱いを追加
・18年2月、格付・自己査定システムのパッ
　ケージ版導入
・3月、新ＡＬＭシステムの導入を機関決定
・17年度上期より営業店に明確な収益目
　標を設定、月次管理を厳格化し、投信
　や保険販売による役務収益増強を貸出
　金増強と同等に推進
・18年4月、佐賀市内テリトリー調整実施
・4月、個人総合業績評価基準の抜本的見
　直し実施
・7月、ＭＤＳ（統合マーケティング分析ソフ
　ト）システムの導入を機関決定
・9月、新ＡＬＭシステムの導入作業

・18年4月、佐賀市内テリトリー調整実施
・4月、個人総合業績評価基準の抜本的見
　直し実施
・7月、ＭＤＳ（統合マーケティング分析ソフ
　ト）システムの導入を機関決定
・9月、新ＡＬＭシステムの導入作業

・実績主義から収益主義へ
の転換を図り、収益力向上
に努める

（３）ガバナンスの強化 ①経営・組織に関する規程の整
　 備（17年度中に実施）
②主要会議のあり方見直し（17年
　 度中に実施）
③財務内容の適正性の確認体
　 制整備（17年度中に実施）

④社外監査役制度の整備
   （18年6月を目途）

・17年4月に監査規程を改正しプロセス重
　視の監査態勢整備に着手
・7月、機構並びに事務分掌規程、職務権
　限規程を一部改正
・9月、経営課題への対応力強化のため、
　諸会議を見直し、経営会議を常務会に
  統合し開催頻度向上、支店長会議を総
　合企画部の所管に変更
・9月、中期経営計画の進捗状況を常務会
　で検証し改善策を検討
・18年1月、本部機構を抜本的に見直し、
　同時に事務分掌規程を改定
・1月、重要融資案件への経営陣の関与強
　化のため、これまでの融資検討委員会を
　廃止し、融資審査委員会を創設
・1月、内部統制に係る体制整備のため、
　外部コンサルタントの導入を機関決定
・2～3月、有価証券報告書作成のための
　チェックリスト作成作業を実施
・5月、「内部統制システムの基本方針」を
　機関決定
・9月、本部機構一部改編を機関決定

・5月、「内部統制システムの基本方針」を
　機関決定
・9月、本部機構一部改編を機関決定

・監査役等を含めた経営者
レベルでの内部統制の整
備及び運用状況を統制環
境の一部として、評価及び
監査する体制の整備等に
より、さらに「内部統制」の
充実を図っていく方針であ
る

①当行に必要な収益管理レベルを検討し段階的に態勢整備
　 （18年度以降も継続）
・収益主義の徹底、事業計画、業績評価見直し
②収益力向上のための諸施策を実行（18年度以降も継続）
・事業者ローン、個人ローンの推進強化、投信・保険商品の
　販売促進
・信用格付に基づく適正金利ガイドラインの随時見直しと適
　用強化

9 （佐賀共栄銀行）



１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

（４）法令遵守態勢の強化 ・17年4月、17年度上期中のコンプライアン
　ス・プログラムを策定
・9月、コンプライアンス運用規程を改正
　し、新たに「コンプライアンスに関する
　報告・通報要領」及び「不祥事件等に
　関する対応要領」を制定
・17年度下期中コンプライアンス・プログラ
　ム策定
・18年2月,「コンプライアンス・ガイドブック」
　制定
・3月、「個人データの安全管理措置等に
　関する指針」制定
・3月、不祥事件防止のため、「届け金事務
　取扱要領」を改正
・17年度中のコンプライアンス研修会（本
　部集合）は17回実施
・コンプライアンス臨店は4ヵ店実施
・監査部による抜き打ち検査　全34ヵ店
　実施
・人事部による個人面談　全34ヵ店実
　施、ほぼ全員と面談
・18年4月、18年度上期のコンプライアン
　ス・プログラム策定
・4月、業務改善計画の策定
・4月、コンプライアンス委員会規則の改正
・5月、「不祥事件等の未然防止・早期発見
　のためのチェック・マニュアル」の制定
・5月、「反社会的勢力への対応マニュア
　ル」の制定
・6月、コンプライアンス委員会規則の改正
・8月、ホームページへの「ご意見・ご要望」
　取扱要領の制定
・18年度上期中、コンプライアンス研修
　13回実施

・18年4月、18年度上期のコンプライアン
　ス・プログラム策定
・4月、業務改善計画の策定
・4月、コンプライアンス委員会規則の改正
・5月、「不祥事件等の未然防止・早期発見
　のためのチェック・マニュアル」の制定
・5月、「反社会的勢力への対応マニュア
　ル」の制定
・6月、コンプライアンス委員会規則の改正
・8月、ホームページへの「ご意見・ご要望」
　取扱要領の制定
・18年度上期中、コンプライアンス研修
　13回実施

・法令等遵守に係る経営姿
勢を役職員に明確に示し、
法令等遵守を重視する企
業風土の醸成に努める

①コンプライアンスマニュアル、運用規程等の改正と研修会の内容
　 充実（18年度以降も継続）
②監査部による法令遵守状況チェックの強化、人事考課への反映
　 （18年度以降も継続）
③反社会的勢力への対応強化（18年度以降も継続）
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１７年度 １８年度 （１７年４月～１８年９月） （１８年４月～１８年９月）
項　　　　　目 備　　考

進捗状況具体的な取組みスケジュール

（５）ＩＴの戦略的活用 ①ＩＴ戦略ワーキンググループを
　 設置（17年9月を目途）
②既存のＩＴ投資、活用状況の実
　 態把握（17年12月を目途）
③担保評価、格付自己査定シス
　 テム構築（18年3月を目途）

④年度毎のＩＴ戦略について検討
   （18年度以降も継続）

・17年8月、不動産担保評価システム導
　入、移行作業開始
・8月、経営改善支援ソフト（ＭＡＰⅡ）を導
　入し、試行
・9月、ＩＴ戦略ＷＧを設置、第1回会議を開
　催
・2月、第2回ＩＴ戦略ＷＧ会議を開催
・2月、格付・自己査定システムのパッケー
　ジ版導入
・3月、新ＡＬＭシステムの導入を機関決定
・18年6月、第3回ＩＴ戦略ＷＧ会議を開催
・6月、信用リスクアセット計測システムの導
　入を機関決定
・7月、ＭＤＳ(統合マーケティング分析ソフ
　ト)システムの導入を機関決定
・7月、格付・自己査定システムへ検証
　データ投入・検証開始
・9月、新ＡＬＭシステムの導入及び構築開
 始

・18年6月、第3回ＩＴ戦略ＷＧ会議を開催
・6月、信用リスクアセット計測システムの導
　入を機関決定
・7月、ＭＤＳ(統合マーケティング分析ソフ
　ト)システムの導入を機関決定
・7月、格付・自己査定システムへ検証
　データ投入・検証開始
・9月、新ＡＬＭシステムの導入及び構築開
 始

・リスク計量化のためのシス
テム導入についての検討
は完了した。今後は、シス
テム構築と検証作業を行っ
ていく方針である

①ホームページ刷新による利
　 便性向上（17年10月を目
　 途）
②地域の利用者の満足度アン
　 ケート実施（17年度下期に
　 実施）
③コンビニＡＴＭの利用提携
　開始（17年11月を目途）

⑤アンケート結果を経営方針
　に反映 （18年4月を目途）

・17年11月、セブン銀行とのコンビニＡＴＭ
　利用提携開始
・11月、ホームページ全面リニューアル
・18年1月、コンビニ収納サービス取扱開
　始
・2月、顧客満足度調査を実施
・6月、顧客満足度調査分析結果の報告会
　を実施(全支店長出席)
・18年度上期中、ホームページを随時更
　新

・18年6月、顧客満足度調査分析結果の報
　告会を実施(全支店長出席)
・18年度上期中、ホームページを随時更
　新

・顧客満足度調査の結果
を踏まえ、新たな顧客サー
ビスを図る

・企業支援に関する協会研修に引き続き
　参加
・投資信託窓販に関する研修を継続実施
　中
・18年3月、中小企業診断士資格1名取得
・6月、9月、投資信託セミナー2回実施（31
　名参加）

・6月、9月、投資信託セミナー2回実施（31
　名参加）

・継続的な研修の実施によ
り、行員のコンサルティング
能力向上を図っていく

地域の利用者の利便性向上

３．地域の利用者の利便性向上

④行員のコンサルティング能力向上研修の充実（18年以降も継続）

11 （佐賀共栄銀行）



（別紙様式２－１）

銀行名 佐賀共栄銀行
【１７～１８年度上期（１７年４月～１８年９月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 3,812 1 0

うちその他要注意先 664 39 2 31

うち要管理先 51 18 2 12

破綻懸念先 85 12 1 9

実質破綻先 63 6 1 5

破綻先 25 0 0 0

合　計 4,700 76 6 57

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

12



（別紙様式２－２）

銀行名 佐賀共栄銀行
【１８年度上期（１８年４月～１８年９月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分がランクアップした先
数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

正常先 3,697 0 0

うちその他要注意先 740 10 1 9

うち要管理先 56 21 0 21

破綻懸念先 116 8 0 8

実質破綻先 69 0 0 0

破綻先 12 0 0 0

合　計 4,690 39 1 38

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１８年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

要
注
意
先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α
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